附属工作物を設置してまちなみに調和させていく工事
歴史的建造物、一般建造物に附属する工作物について、下記の3種類の修景工事を行った場合、助成を行います。

	10．建築設備への目隠しを新設する場合
（例）空調の室外機、電気メーター等


	助成限度額　5万円

	11．自動販売機等への目隠しを新設する場合
	助成限度額　 50万円

	12．歴史的まちなみに調和した屋外広告物を設置した場合

（歴史的まちなみにふさわしくない屋外広告物を撤去した場合を含む）


	助成限度額　 50万円


本基準のほか、各部位の修景工事にはそれぞれ個別限度額が設定されています。
詳細については、（財）岐阜市にぎわいまち公社までお問い合わせください。

